
「STOP!!死亡災害2022」活動 実施中
実施時期 令和４年６月・７月・８月の３カ月間

建設業で死亡災害が４名。
「墜落・転落」によるものが３名となってます!!

大阪府下における令和４年の死亡災害は、５月末現在16人で昨年同
期に比べ２人の減少（前年比-11.1％）となっています。
建設業では４人と前年同期に比べ１名増加となっており、また、事故

の型では「墜落・転落」によるものが３人と前年同期に比べ２人の増加
となっています。
「墜落・転落」は、昨年の死亡災害における事故の型の中で最も高い２
０％以上の割合を占めていることからも、大阪労働局第13次労働災害
防止推進計画で掲げている死亡災害を年間５１人以下とする目標を達成
することからも、命綱GO活動の周知を強化すると共に、墜落制止用器
具の使用徹底をさらに浸透させることが重要です。
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〈災害発生状況〉
建物１階において、スロープフレーム設置中、
横１．９ｍ×奥行き０．５５ｍのスラブ開口か
ら、養生蓋とともに４．２ｍ下の地下１階に
墜落したもの。

〈災害発生の原因〉
①作業床の開口部を養生していた蓋の上で作
業を行っていたこと。

②作業床の開口部を養生していた蓋が外れ、
蓋と共に墜落したこと。

③開口府付近における作業について、リスク
アセスメント手法を用いた作業手順を作成
していないこと。

〈災害防止対策〉
①開口部養生蓋の上は作業禁止とし、既設の床上からの作業とすること。
②開口部養生蓋は、堅固なものとすること。
③開口部養生蓋には、立入禁止表示及びズレ止めを設け、確実に固定すること。
④リスクアセスメント手法を用いた作業手順書を作成し、施工すること。

令和４年度版 労働災害の現況と死亡災害事例から抜粋

実施趣旨
死亡災害の増加が著しい製造業及び死亡災害の4分の3が墜落・転落災害であり、

昨年熱中症により死亡災害が1人発生し、本年においても、さらに増加することが
懸念される建設業の死亡災害の発生を抑え込み、大阪労働局第13次労働災害防止
推進計画で掲げた死亡災害を年間51人以下とするため実施する。

１．対 象 製造業及び建設業
２．実施時期 令和４年６月・７月・８月の３か月間
３．建設業の労働災害防止対策に係る重点項目
（ア）作業開始前のＫＹ活動の実施
（イ）クレーンの運転、足場の組立等の危険作業において有資格者の配置
（ウ）足場の手すり設置、開口部の養生などの、墜落・転落防止措置の徹底
（エ）スレート屋根上の作業における、踏み抜き防止措置の徹底

「STOP!熱中症クールワークキャンペーン」への取組も！！

「STOP！！死亡災害2022」活動 実施要項
（建設業抜粋）


